（令和５年７月20日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年７月20日（月）午後１時30分から午後３時
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（１７名）　※五十音順
筏　眞智子　　　　　入江　剛　　　　　　川口　茂明　　　　　川口　智之
北川　康裕　　　　　金谷　伸太郎　　　　小橋　牧子　　　　　滝本　多美子
田伐　厚子　　　　　田中　悦子　　　　　田中　久治　　　　　津澤　謙次
堤下　敏　　　　　　枡井　信仁　　　　　溝口　透　　　　　　南　昌男
森田　隆義

４　市理事者

　　市長　　　　広瀬　慶輔　　　　　　　　　副市長　　　田中　英年
副市長　　　杉本　達也
５　議事日程

日程第１　議案第６号　会長選出について
日程第２　議案第７号　委員席番号決定について
日程第３　議案第８号　副会長（職務代理者）選出について

日程第４　議案第９号　設置委員会名及び委員会委員定数の決定について　

日程第５　議案第10号　各委員会委員及び委員長選出について

日程第６　議案第11号　農地転用の届出等に係る地区担当委員の決定について

日程第７　協議案件１　委員親睦会積立金徴収について

日程第８　協議案件２　寝屋川市審議会等への委員選出について
６　農業委員会事務局職員

　　局長　　　山口　美加　　　　　　　　　　　局長代理　川原　祐
係長　　　津川　育大　　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
　職員　　　谷内　奈央
７　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）

司会者　　　　　それでは、ただ今から農業委員会総会を開会させていただきます。
（事務局長）　　本日の総会は、農業委員会委員の改選後、はじめての総会でございますの
で、会長が決まっておりません。そのため臨時議長が決まりますまでの間、
司会を務めさせていただきます、農業委員会事務局長でございます。
よろしくお願いいたします。
本日の農業委員会総会は、農業委員会委員任命後、最初に開かれる総会で　　ありますので、「農業委員会等に関する法律第27条第１項」の規定に基づき、市長が招集いたしました会議でございます。

ただ今の出席委員は17名で、在任委員全員ご出席でございますので、「農業委員会等に関する法律第27条第３項」に基づき、会議は成立しております。
それでは、農業委員会総会の開会にあたりまして、「広瀬市長」よりご挨拶を申し上げます。
「広瀬市長　あいさつ」
司会者　　　　　次に、委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。
なお、本日の座席につきましては、委員氏名の五十音順にて座っていただいておりますので、その席順にて、ご紹介させていただきます。
なお、名前を呼ばれました委員につきましては、その場でご起立いただき、他の委員の皆様にお顔を向けていただきますようお願いいたします。
「農業委員の紹介（五十音座席順）」

司会者　　　　　次に、市長、副市長並びに、農業委員会事務局職員の紹介をさせていただきます。
「市長、副市長及び部長・事務局職員の紹介」

司会者　　　　　以上で、ご紹介を終わらせていただきます。

それでは、ただ今より議事に移らせていただきます。

現在、会長が決まっておりませんので、会長選出までの間の、「臨時議長」の選出をお願いしたいと存じます。
本総会を招集いたしました、「市長」より臨時議長の指名をお願いいたしま
す。　　　　　　　　　
広瀬市長　　　　それでは、私より指名させていただきます。

　　　　　　　　　地方自治法第107条に準じまして、委員の中で年長であられる委員を臨時議長に指名させていただきます。よろしくお願いいたします。
事務局長　　　　ありがとうございました。

　　　　　　　　　それでは、臨時議長よろしくお願いいたします。。
なお、市長、副市長におかれましては、公務のため、ここで退席させていただきます。
本日は、ありがとうございました。
「理事者各位退席」
　臨時議長　　　　ただ今、臨時議長のご指名を受けました。

　　　　　　　　会長選出までの間、臨時議長を務めさせていただきますので、委員各位のご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　それでは、僭越ながら、これより本日の会議録の署名委員を指名させていただきます。
　　　　　　　　　続きまして、本日の議事日程を事務局より朗読願います。

事務局長　　　　本日の議事日程を朗読いたします。

　　　　　　　　　議案書の１ページをお開きください。
「日程第１～第８まで朗読」

以上の８案件でございます。

臨時議長　　　　ただ今の議事日程により、議事を進めることにご異議ございませんか。
「　異議なし　」

ご異議がないようですので、それでは、議案第６号　会長選出について、上程いたします。

事務局説明願います。

事務局長　　　　ご説明いたします前に、議案書の２ページ、臨時議長名をご記入願います。
「議案第６号　朗読」

以上でございます。
ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。
臨時議長　　　　説明が終わりました。
なお、役員任期につきましては、委員任期と同様の３年となっております。それでは本件に入ります。

まず、会長の選出方法ですが、事務局提案等あれば、説明をお願いします。
事務局長　　　　ご説明いたします。寝屋川市農業委員会会議規則第４条に、「無記名投票」若しくは「各地区の代表による選考委員会」で指名推薦を行うことと定められておりますが、近年の選考においては、「各地区の代表による選考委員会」での指名推薦を行っておりますので、今回についても同様の方法をご提案させていただきます。
臨時議長　　　　説明が終わりました。
　　　　　　　　事務局提案のとおり、選考委員会による選出ということでご異議ございませんか。
「（異議なし）の声あり」

　　　　　　　　ご異議がないようですので、選考委員会による選出に決定いたします。
それでは、「東、西、南、北、水本」の各地区より１名の選考委員を選出願います。
選考委員が決まりますまで、暫時休憩いたします。
「暫時休憩」
　臨時議長　　　　再開いたします。選考委員が決定いたしました。

ただ今より選考委員によりましてご協議を願うことにいたします。
　　　　　　　　　協議の間、暫時休憩いたします。

「暫時休憩」

　臨時議長　　　　再開いたします。それでは選考委員を代表して、委員より協議の結果を報告願います。
　選考委員　　　　それでは、選考委員を代表いたしまして協議の結果を報告いたします。
協議の結果、会長には「南　昌男」委員を選考いたしました。

　臨時議長　　　　ただ今、選考委員より報告のありました、「南　昌男」委員を会長とすることに、ご異議ございませんか。
「（異議なし）の声あり」

　　　　　　　　　ご異議なしと認め、寝屋川市農業委員会々長は、「南　昌男」委員とさせていただきます。会長については同時に大阪府農業会議の会員となります。
　　　　　　　　　それでは、「南　昌男」委員より、会長就任のご挨拶をお受けいたします。
　　　　　　　　　
「会長就任のあいさつ」（自席にて）
臨時議長　　　　ありがとうございました。
　　　　　　　　　以上で臨時議長の任務が終了いたしました。
　　　　　　　　　会長が選出されましたので、会長に議長を引き継ぎます。ご協力ありがとうございました。
事務局長　　　　ありがとうございました。 

　　　　　　　　　臨時議長におかれましては、会長選出の間、議事進行をいただきましてありがとうございました。自席にご着席いただきたいと思います。それでは、南会長におかれましては、議長席にご着席いただきまして、以降の議事の進行をお願いいたします。
　議長（南会長）　それでは、議案第７号　委員席番号決定について、上程いたします。

　　　　事務局説明願います。

事務局長　　　　ご説明させていただきます前に、議案書３ページ　議案第７号　委員席番号決定についてから、最終12ページ、協議案件２　寝屋川市審議会等への委員選出についてまでの５議案、２案件の農業委員会々長名をご記入ください。
それでは、ご説明させていただきます。議案書３ページをお開きください。
　　　　　　　　　
「議案第７号　朗読」
　以上でございます。
ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。

議長　　　　　　説明が終わりました。

委員席番号の決定につきましては、「寝屋川市農業委員会会議規則第７条」の規定により、くじで決めさせていただきます。

　　　　　　　　　それでは、ただいまから事務局にくじを持って回らせますので、よろしくお願いいたします。

「各委員にくじを引いてもらう」
　議長　　　　　　それでは、くじの結果を事務局より報告願います。
事務局長　　　　委員席番号を報告させていただきます。

　　　　　　　　　

「委員席番号を報告」
　議長　　　　　　ただ今、報告のありましたとおり委員席番号を決定させていただいてよろしいでしょうか。
「（異議なし）の声あり」

　　　　　　　　ご異議なしと認め、これで決定させていただきます。なお、委員席につきましては次回の委員会より番号順にご着席願うこととし、本日はそのままのお席でご了承賜りますようお願いします。
次に議案第８号　副会長（職務代理者）選出について、上程いたします。
事務局説明願います。
事務局長　　　　ご説明いたします。議案書４ページをお開きください。
「議案第８号　朗読」
　　　　　　　　　ご審議の程、よろしくお願いいたします。
議長　　　　　　副会長（職務代理者）の選出方法についてお諮りいたしますが、先程と同様に「各地区の選考委員による選考委員会」により選出していただくということでよろしいでしょうか。
「（異議なし）の声あり」
　　　　　　　　　ご異議がなしとのことでございますので、先程の選考委員によりご協議をお願いいたします。

　　　　　　　　　選考していただく間、暫時休憩いたします。
「暫時休憩」

「再　開」

議長　　　　　　再開いたします。それでは選考委員より、協議の結果をご報告願います。

　選考委員　　　　それでは、選考委員を代表いたしまして協議の結果を報告いたします。

　　　　　　　　　協議の結果、副会長には「溝口　透」委員を選出いたしました。
　議長　　　　　　ただ今、報告のありましたとおり、副会長には「溝口　透」委員とさせていただくことにご異議ございませんか。
「（異議なし）の声あり」

　　　　　　　　　ご異議なしと認め、副会長には「溝口　透」委員と決定いたします。
　　　　　　　　　それでは、副会長就任のご挨拶をお受けしたいと思います。
　　　　　　　　　「溝口　透」委員、就任の挨拶をお願いいたします。
「副会長就任のあいさつ」（自席にて）
議長　　　　　　それでは、「副会長席へ」移動願います。
　　　　　　　　　それでは、次に議案第９号　設置委員会名及び委員会委員定数の決定について、上程いたします。

　　　　　　　　　事務局説明願います。

事務局長代理　　ご説明いたします。議案書の５ページをお開きください。
　
「議案第９号　朗読」
　　前期まで設置されていた委員会は、「農地調整委員会」と「農政企画委員会」であります。
それぞれの委員会の業務内容につきましては、議案書の７ページに記載させていただいておりますので、先にご説明させていただきます。

まず、「農地調整委員会」の主な処理内容につきましては、①市街化調整区域内の農地転用に関すること。②農地の権利移動に関すること。③農地の適正利用・指導に関すること。④非農地認定に関すること。⑤その他、農地の利用関係に関すること等でございます。

　　「農政企画委員会」の主な処理内容につきましては、①農地の利用集積や　　効率的な利用促進に関すること。②農業経営の合理化に関すること。③賃借料に関すること。④農地の利用状況調査（パトロール）に関すること。⑤農業委員会だよりの発行及び都市農業の情報提供に関すること。⑥農業及び農地に関する建議や要望・意見の公表に関すること。⑦農業生産の向上等に関する調査及び研究に関すること等でございます。

　　参考までに、前期の当初の委員数につきましては、委員数が17名で、今期の委員数と同数でございますので、会長、副会長を除くと15名となり、両委員会の委員数は同数とはなりませんでした。
　            　そこで前期は、農業関係以外の団体推薦委員１名は、農政企画委員会に入っていただき、それ以外の14名の委員については、各地区の委員ができるだけ均等に両委員会に分かれていただき、それぞれ７名で構成されると、農地調整委員会は７名、農政企画委員会は８名ということで決定いたしました。以上参考としてご説明させていただきました。
議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

前期の設置委員会数は２委員会でしたが、今期も前期と同様に「農政企画委員会」を８名、「農地調整委員会」を７名で設置するということでいかがでしょうか。
「（異議なし）の声あり」

ご異議なしと認め、ただ今の通り決定いたします。
次に、議案第10号　各委員会委員及び委員長選出について上程いたします。
事務局説明願います。
事務局長代理　　ご説明いたします。議案書の６ページをお開きください。
「議案第10号　朗読」
この件につきましては、先ほど上程いただきました議案第９号でご説明いたしましたように、委員数は17名となりますので会長、副会長、農業関係以外の団体推薦委員１名を除いた委員数は、東地区３名、西地区３名、南地区２名、北地区２名、水本地区４名の合計14名でございます。以上でございます。
議長　　　　　  事務局の説明が終わりました。

　　　　　　　　  続きまして、各委員会への地区別割り振りを協議するにあたり、事務局案などがあれば、提示してください。

　事務局長代理　　事務局といたしましては、各委員会の定数が農地調整委員会７名、農政企画委員会が農業関係以外の団体推薦委員１名を含む８名となります。
　　　　　　　　　会長、副会長、農業関係以外の団体推薦委員１名を除く、14名をできるだけ地区が重複しないよう構成するには、東地区と西地区が各３名となっておりますので、市街化調整区域がない西地区の委員につきましては、農地調整委員を１名、農政企画委員を２名選出していただき、東地区につきましては、逆に農地調整委員を２名、農政企画委員を１名選出し、南地区、北地区につきましては各々の委員会に１名ずつ、水本地区につきましては各々の委員会へ２名ずつ選出する案をご提案させていただきます。以上でございます。
議長　　　　　　事務局案の説明が終わりました。
事務局案のとおり、農地調整委員会には東地区２名、西地区１名、南地区１名、北地区１名、水本地区２名とし、農政企画委員会には、農業関係以外の団体推薦１名及び東地区１名、西地区２名、南地区１名、北地区１名、水本地区２名で構成するということで、ご異議ございませんか。
「（異議なし）の声あり」

ご異議なしと認め、これから各地区より定数どおり委員を選出していただきます。
　選出されるまでの間、暫時休憩いたします。

「暫時休憩」

「再　開」

議長　　　　　　再開いたします。

　　　　　　　　　各地区より選出されました各委員会委員に決定させていただくことに、ご
異議ございませんか。

「（異議なし）の声あり」

　　ご異議なしと認め、各委員会委員を決定いたします。

　　　　　　　　　引き続き各委員長の選出に入りたいと思いますが、それぞれの委員会委員で互選していただくということで、ご異議ありませんか。

「（異議なし）の声あり」

　それでは、委員会ごとに委員長を選出していただきます。

　　　　　　　　　選出までの間、暫時休憩いたします。

「暫時休憩」

「再　開」

議長　　　　　　再開いたします。

　　　　　　　　　ただ今、各委員会で互選していただきました各委員長を事務局より報告願います。

　事務局長代理　　ご報告いたします。

農地調整委員会委員長には「川口　茂明」委員、農政企画委員会委員長に　　は、「金谷　伸太郎」委員がそれぞれ選出されました。

以上でございます。
議長　　　　　　ただ今、報告のありましたとおり決定させていただくことに、ご異議ありませんか。
　
「（異議なし）の声あり」

ご異議なしと認め、各委員長は以上のとおり決定いたします。

　　　　　　　　　それでは、各委員長より就任のご挨拶をお受けしたいと思います。

農地調整委員会委員長の「川口　茂明」委員からお願いします。

「農地調整委員会委員長就任のあいさつ」（自席にて）
続きまして、農政企画委員会委員長の「金谷　伸太郎」委員お願いします。

「農政企画委員会委員長就任のあいさつ」（自席にて）
議長　　　　　　ありがとうございました。

それでは、次に議案第11号　農地転用の届出等に係る地区担当委員の決定　について上程いたします。

事務局説明願います。　　　　　　　
　事務局長代理　　ご説明いたします。

　　　　　　　　　議案書の読み上げをさせていただく前に今回から新たに就任された委員さんもおられますので農地転用の届出等に係る地区担当委員から説明させていただきます。

　　　　　　　　　お手元の議案書９ページをお開き願います。参考といたしまして、市街化区域の農地転用の事務処理フロー図を記載いたしております。

　　　　　　　　　これは、転用届出の事務処理の迅速化を図るもので、地区担当の農業委員さんによる現地調査をしていただき、問題のない転用届出であれば会長専決で受理し、総会で報告を行うこととしております。

この場合に、地元委員として現地調査をしていただく担当委員を各支部単位にあらかじめ決めていただいているものであります。

　　なお、市街化調整区域内の農地転用につきましては、農地調整委員会で審　　議をお願いしているものですが、その担当されている区域において転用申請が提出されてきた場合には、その地区担当委員さんは、その所属委員会にかかわらず農地調整委員会に出席していただきますので、よろしくお願いいたします。

　　それでは、議案の説明をさせていただきます。議案書８ページをお開きく　　ださい。
　
「議案第11号　朗読」
　　　　それでは、議案書の10ページを参照願います。

　      　　　　　それぞれ、農協の支部から推薦のあった委員の方に、推薦のあった支部と周辺の支部を担当していただくものとなっております。
委員ごとの担当支部の原案を読み上げさせていただきます。

　　　　　　　　　なお、右側の表は支部別に担当委員を集約させていただいたものでございます。

「議案書10ページを朗読」
　
以上でございます。

　　　　　　　　　ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。

議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

　　　　　　　　　ただ今の転用届出に係る地区担当委員について何かご意見ありませんか。

「（なし）の声あり」

　　なければ、原案どおり決定することにご異議ございませんか。

「（異議なし）の声あり」

ご異議なしと認め、議案第11号　農地転用の届出等に係る地区担当委員について原案どおりといたします。

　以上で本日の議案はすべて終了いたしました。
次に、協議案件に入ります。

　　　　　　　　　協議案件１　委員親睦会積立金徴収について、事務局より説明願います。

　
　事務局長代理　　ご説明いたします。議案書の11ページをお開きください。
「協議案件１　朗読」

議長　　　　　　この件につきまして、事務局の提案のとおりでご異議はございませんか。

「（異議なし）の声あり」

　　　異議なしと認め、協議案件２　寝屋川市審議会等への委員選出について、
事務局より説明願います。
　　　　
　事務局長代理　　ご説明いたします。議案書の12ページをお開きください。
「協議案件２　朗読」

　　　　　　　　　この件につきましては、【参考】として事務局案を記載させていただいてお
ります。

　　　　　　　　　「都市計画審議会」、「開発審議会」、「農政推進協議会」、「農業祭運営協議
会」につきましては会長、「エコ農産物推進協議会」には副会長、「産業振興に関する連絡調整会議」につきましては農地調整委員長、「農業再生協議会」につきましては農地調整委員長にそれぞれ参画していただくということでよいか、協議をお願いいたします。以上でございます。
議長　　　　　　ただ今の、事務局提案について、何かご意見等はありますでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「（異議なし）の声あり」
それでは御意見なしと認め、事務局案の通り決定いたします。
以上で本日の予定案件はすべて終了いたしました。
最後に、事務局から報告事項があればお願いします。
（「事務局報告」）
　　　　　これをもちまして本日の委員会を閉会させていただきます。
長時間のご審議、ありがとうございました。



（　午後３時00分　閉会　）
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